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監査役の報酬額改定に関するお知らせ 

 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、平成 30年７月 31日開催予定の第 19期定時株主

総会に付議する監査役の報酬額改定について決議いたしましたので、下記の通り、お知ら

せいたします。 

記 

 

１．報酬額改定の理由 

  当社の監査役の報酬総額は、平成 13年７月 19日開催の第２期定時株主総会において、 

月額 1,000千円以内との決議をいただいております。 

  経済情勢の変化、経営体制およびガバナンス強化を図る等諸般の事情を考慮し改定い 

たします。 

 

 

２．報酬額改定の内容 

  現 行 の報酬額：月額 1,000千円以内 

  改定後の報酬額：月額 3,000千円以内 

 

 

なお、本報酬額改定の件は、平成 30年７月 31日開催予定の第 19期定時株主総会の決議を

経て、正式に決定する予定であります。 

 

 

以上 

 

      平成 30年５月 31日 

  東 京 都 港 区 新 橋 三丁目 20 番１号 

会 社 名  東 和 フ ー ド サ ー ビ ス 株 式 会 社   

代表者名  代表取締役会長兼社長 岸 野  禎 則 

  （コード番号：３３２９） 

問合せ先   常務執行役員管理本部部長 長谷川 研二 

  TEL：（０３）－５８４３－７６６６ 


